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保有個人情報の管理の徹底について

平成 23年8月 31日付け労災サボ発第210号「重度被災労働者に対する

訪問指導記録票の所在不明について」において報告のあった、財団法人労災サ

ポートセンター本部から同法人関東労災年金支援センター宛に送付した訪問指

導記録票が、所在不明になる事案が発生したことについては、誠に遺憾である。

同種事案を二度と発生させないため、労災ケアサポート事業に係る訪問指導

記録票等個人情報を含む書類等を送付する場合には、郵便の配達証明や書留な

ど、受取り側において確実に受領が確認できる方法にて取り扱う等個人情報の

保護・管理について、貴法人職員への周知・徹底を図るなど、再発防止策を講

じられたい。


